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(57)【要約】
【課題】色覚の感度特性と程度とを低コストかつ短時間
で精度良く検査する。
【解決手段】上述した課題を解決し、目的を達成するた
めに、本発明は、色空間内の直線上において、基準とな
る無彩色に対して対極に位置し、かつ基準となる無彩色
から等距離に位置する第１の色度と第２の色度との対で
あって、それぞれ基準となる無彩色からの距離が異なる
複数の対を生成する。また、本発明は、複数の対の各々
に対応して、第１の色度で示された図形要素と、第２の
色度で示された図形要素とが配置された色覚検査パター
ンを生成することを特徴とする。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色空間内の直線上において、基準となる無彩色に対して対極に位置し、かつ前記基準と
なる無彩色から等距離に位置する第１の色度と第２の色度との対であって、それぞれ前記
基準となる無彩色からの距離が異なる複数の対を生成する色度対生成手段と、
　前記複数の対の各々に対応して、前記第１の色度で示された図形要素と、前記第２の色
度で示された図形要素とが配置された色覚検査パターンを生成するパターン生成手段を有
することを特徴とする色覚検査装置。
【請求項２】
　前記色度対生成手段は、それぞれ明度が異なる前記複数の対を生成することを特徴とす
る請求項１に記載の色覚検査装置。
【請求項３】
　前記パターン生成手段は、背景が無彩色である前記色覚検査パターンを生成することを
特徴とする請求項１又は２に記載の色覚検査装置。
【請求項４】
　前記パターン生成手段は、略円状の前記図形要素が配置された前記色覚検査パターンを
生成することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の色覚検査装置。
【請求項５】
　前記色度対生成手段は、Protanope、Deuteranope及びTritanopeのうち、少なくとも１
つの混同色線上に沿って構成される前記第１の色度と前記第２の色度との対を生成するこ
とを特徴とする請求項４に記載の色覚検査装置。
【請求項６】
　前記パターン生成手段は、前記第１の色度で示された図形要素と、前記第２の色度で示
された図形要素との対が、人間の視野内に直線的に配置されている前記色覚検査パターン
を生成することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１つに記載の色覚検査装置。
【請求項７】
　前記パターン生成手段は、背景が黒色である前記色覚検査パターンを生成することを特
徴とする請求項６に記載の色覚検査装置。
【請求項８】
　前記パターン生成手段は、同一の色度を有する前記第１の色度で示された図形要素と前
記第２の色度で示された図形要素との対の位置が相互に異なる複数の前記色覚検査パター
ンを生成することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１つに記載の色覚検査装置。
【請求項９】
　前記パターン生成手段は、前記複数の対が人間の視野内にランダムに配置されている前
記色覚検査パターンを生成することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１つに記載の
色覚検査装置。
【請求項１０】
　前記パターン生成手段は、背景にも、相互に明度が異なり、かつ前記色覚検査パターン
に配置された前記図形要素と略同一形状である図形要素が配置された前記色覚検査パター
ンを生成することを特徴とする請求項９に記載の色覚検査装置。
【請求項１１】
　前記色度対生成手段は、MacLeod-Boyntonの色度から構成される前記色空間における前
記第１の色度と前記第２の色度との対を生成することを特徴とする請求項１乃至１０のい
ずれか１つに記載の色覚検査装置。
【請求項１２】
　前記パターン生成手段によって生成された前記色覚検査パターンを媒体に印刷する印刷
手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の色覚検査
装置。
【請求項１３】
　前記パターン生成手段によって生成された前記色覚検査パターンに対する被験者による
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弁別結果の入力を受け付ける結果取得手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至
１２のいずれか１つに記載の色覚検査装置。
【請求項１４】
　色覚検査装置で実行される色覚検査方法であって、
　色空間内の直線上において、基準となる無彩色に対して対極に位置し、かつ前記基準と
なる無彩色から等距離に位置する第１の色度と第２の色度との対であって、それぞれ前記
基準となる無彩色からの距離が異なる複数の対を生成する工程と、
　前記複数の対の各々に対応して、前記第１の色度で示された図形要素と、前記第２の色
度で示された図形要素とが配置された色覚検査パターンを生成する工程とを含むことを特
徴とする色覚検査方法。
【請求項１５】
　色空間内の直線上において、基準となる無彩色に対して対極に位置し、かつ前記基準と
なる無彩色から等距離に位置する第１の色度と第２の色度との対であって、それぞれ前記
基準となる無彩色からの距離が異なる複数の対を生成するステップと、
　前記複数の対の各々に対応して、前記第１の色度で示された図形要素と、前記第２の色
度で示された図形要素とが配置された色覚検査パターンを生成するステップと
　をコンピュータに実行させるための色覚検査プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の色覚検査プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色覚検査装置、色覚検査方法、色覚検査プログラム及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脳内の視路、視神経や網膜の疾病等によって生じる後天色覚異常をはじめとした微小な
色覚異常を精密に検出する技術が開示されている。例えば、カラーマッチング処理が行わ
れたカラーモニターに複数の色覚検査用画像を順次表示させる色覚検査装置が開示されて
いる。当該装置は、色相、明度、彩度及び表示時間等のいずれか１つの要素を変化させ、
他の要素は固定した状態で色覚検査を行っていく。
【０００３】
　また、複数の互いに異なる色で着色された部分を含む基礎カラーチャートを保持する色
覚特定検査装置も開示されている。当該装置は、当該基礎カラーチャートについて、少な
くとも一つの色覚特性類型に係る色覚特性においては、基礎カラーチャートと識別困難と
なるよう所定変換処理を行う。当該装置は、少なくとも一つの色覚特性類型に係る調整カ
ラーチャートを生成し、基礎カラーチャートとともに提示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記技術においては、ディスプレイ機器が高価であるので、導入の障壁
が高い。また、ディスプレイの光刺激に伴う健康被害等の懸念も残っている。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、色覚の感度特性と程度とを低コストか
つ短時間で精度良く検査できる色覚検査装置、色覚検査方法、色覚検査プログラム及び記
憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、色空間内の直線上において
、基準となる無彩色に対して対極に位置し、かつ基準となる無彩色から等距離に位置する
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第１の色度と第２の色度との対であって、それぞれ基準となる無彩色からの距離が異なる
複数の対を生成する。また、本発明は、複数の対の各々に対応して、第１の色度で示され
た図形要素と、第２の色度で示された図形要素とが配置された色覚検査パターンを生成す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、色覚の感度特性と程度とを低コストかつ短時間で精度良く検査できる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、背景技術における色覚検査票の一例を示す図である。
【図２】図２は、背景技術における色覚検査票の別の一例を示す図である。
【図３】図３は、背景技術における色覚検査装置の一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。
【図５】図５は、色度平面の一例を示す図である。
【図６】図６は、ＬＭＳの錐体感度関数の一例を示す図である。
【図７】図７は、３次元の色空間の一例を示す図である。
【図８】図８は、第１の実施の形態の色覚検査装置の機能構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図９】図９は、第１の実施の形態のパラメータ設定画面の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、第１の実施の形態のＬＵＴの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、第１の実施の形態のＬＵＴの生成に用いられる校正用色票の一例を
示す図である。
【図１２】図１２は、第１の実施の形態のＬＵＴ生成処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１３】図１３は、色覚正常者の回答表および記入例を示す図である。
【図１４】図１４は、検査結果の例を示す図である。
【図１５】図１５は、第１の実施の形態の検査処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、スクリーニング検査の概念を示す図である。
【図１７】図１７は、第１の実施の形態の色覚検査装置のハードウェア構成の一例を示す
図である。
【図１８】図１８は、第２の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。
【図１９】図１９は、第２の実施の形態の検査処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】図２０は、第３の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。
【図２１】図２１は、第４の実施の形態の図形要素の組み合わせの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本願の開示する色覚検査装置、色覚検査方法、色覚検査プログラム及び記憶媒
体の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定さ
れるものではない。また、以下に示す各実施例は、矛盾を起こさない範囲で適宜組み合わ
せても良い。
【００１０】
（第１の実施の形態）
　まず、背景技術における色覚検査について、図１乃至図３を用いて説明する。図１は、
背景技術における色覚検査票の一例を示す図である。図１は、石原式（登録商標）色覚検
査表の一例を示す。図１に示すように、石原式（登録商標）色覚検査表には、異なる色相
の点がモザイク状に配置されることにより、数字や形、文字などの図形が描かれている。
判定者は、石原式（登録商標）色覚検査表に描かれた図形を被験者に判読させることによ
り判定を行う。
【００１１】
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　例えば、図１の（Ａ）においては、類似する色相で示された複数の点１０１は、背景の
点１０２とは異なる色相で示されている。この場合において、色覚異常がない被験者は、
複数の点１０１を、複数の点１０２から判別することにより、「６」の文字が見える。一
方、色覚異常がある被験者は、点１０１の色相と、点１０２の色相との判別ができないの
で、「６」の文字を判別できない。
【００１２】
　一方、図１の（Ｂ）においては、逆に色覚異常がある被験者は「５」の文字が見える一
方、色覚異常がない被験者には文字が判別できないように、複数の点１０３が配列されて
いる。このように、石原式（登録商標）色覚検査表は、色覚異常がある被験者に判別でき
る色を連ねた図形と、色覚異常がない被験者に判別できる色を連ねた図形とを組み合わせ
ることにより、被験者の色覚異常の有無の可能性の判定に用いられる。
【００１３】
　次に、図２は、背景技術における色覚検査票の別の一例を示す図である。図２は、パネ
ルＤ－１５テストに用いられる円盤（キャップ）群の一例を示す。パネルＤ－１５テスト
は、基準の色相キャップ２０１と、１５個の色相キャップ２１１乃至２１ｆとを用いる。
【００１４】
　パネルＤ－１５テストにおいて、判定者は、色相キャップ２１１乃至２１ｆを、基準の
色相キャップ２０１に似ている順番に被験者に並べさせることにより判定を行う。判定者
は、色相キャップ２１１乃至２１ｆの並べ方のパターンが、被験者の色覚異常の種類によ
り異なることに基づいて、被験者が有すると思われる色覚異常の種類を判定する。
【００１５】
　図３は、背景技術における色覚検査装置の一例を示す図である。図３は、アノマロスコ
ープ検査に用いられる装置であるアノマロスコープ３０１、及びアノマロスコープ３０１
を覗く被験者に表示される画像３１１の一例を示す。
【００１６】
　アノマロスコープ３０１は、下半分の図形３２２に基準となる５８９ｎｍの黄色の光を
呈示し、上半分の図形３２１には５４６ｎｍの緑色の光と６７１ｎｍの赤い光とを重ねて
呈示する。アノマロスコープ３０１は、上半分の図形３２１において、緑色の光と赤い光
との混合比を変化させる。
【００１７】
　アノマロスコープ検査において、判定者は、被験者にアノマロスコープ３０１を覗かせ
て、画像３１１に含まれる上半分の図形３２１と、下半分の図形３２２とを判別させるこ
とにより、判定を行う。具体的には、被験者は、アノマロスコープ３０１を覗き、上半分
の図形３２１の色が、下半分の図形３２２の色と同じになったと判定したタイミングを回
答する。判定者は、被験者が回答したタイミングにおける緑色の光と赤い光との混合比に
基づいて、被験者の緑錐体の機能及び赤錐体の機能を判定する。
【００１８】
　上記の各背景技術における色覚検査方法においては、被験者の推定力や記憶力によって
、偽陰性や偽陽性が増えてしまう問題がある。例えば、図１に示す石原式（登録商標）色
覚検査表においては、色覚検査パターンの明るさや全体の配置、バランス等をヒントにし
て、色が弁別できなくても、形態そのものを認知できてしまう場合や、経験的記憶や理論
的思考から答えを当ててしまう場合がある。また、色覚検査パターンから、ヒントとなり
うる情報を除去しようとすると、逆に色覚異常のない被験者が判別できなくなるケースが
増えるおそれもある。さらに、図３に示すアノマロスコープ３０１は、検者および被検者
の検査熟練度によって検査結果の精度が変動する問題がある。
【００１９】
　そこで、本実施の形態においては、人間の形態認知を考慮した色覚検査パターンを生成
する色覚検査装置７００（図８参照）について説明する。
【００２０】
　本実施の形態における色覚検査装置７００は、図４に示すような色覚検査パターン１０
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を生成する。図４は、第１の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。なお
、色覚検査パターン１０の範囲及びサイズは、人間の視野角に応じて設定される。
【００２１】
　図４の円の列１０ｌ及び１０ｒに示すように、色覚検査パターン１０は、例えば第１の
色度と第２の色度との２つの色の対比を、１０段階から２０段階程度のグラデーションに
より直線的に示す。図４に示すように、色覚検査パターン１０は、例えば円の列１０ｌ及
び１０ｒと同様に、微小な色差を有する複数の図形要素を含む。なお、以下において、円
の列１０ｌにおける特定の番号に対応する円と、円の列１０ｒにおける当該特定の番号に
対応する円との組み合わせ、すなわち特定の番号に対応する左右の円の組み合わせを、「
円状対」と表記する場合がある。また、円の列１０ｌに含まれる各円は第１の色度で示さ
れた図形要素の一例であり、円の列１０ｒに含まれる各円は第２の色度で示された図形要
素の一例である。
【００２２】
　図４に示す色覚検査パターン１０の背景の色は、円状対との色度の違いを明確にするた
めに、例えば無彩色とする。また、図４に示す色覚検査パターン１０は、例えば背景を黒
色とすることで、眼疾患による強い羞明がある被験者であっても、偽陽性や偽陰性が発生
することを抑制する。図４に示す色覚検査パターン１０は、例えば図５に示すような色度
平面において、対角線上にある色度の対を、左右に並べたものである。
【００２３】
　図５は、色度平面の一例を示す図である。図５に示す色度平面は、ＭａｃＬｅｏｄ－Ｂ
ｏｙｎｔｏｎの色度平面（ｒ，ｂ）の一例である。図５において、色度平面の中心点４０
１は、例えば基準白色を示す白色点である。図５において、縦軸はｂ（ｂｌｕｅｎｅｓｓ
、青み）の強さを示し、横軸はｒ（ｒｅｄｎｅｓｓ、赤み）の強さを示す。なお、基準白
色は、基準となる無彩色の一例である。
【００２４】
　図５において、中心点４０１を中心とする対角線上に伸びる点群を、以下において混同
色線と表記する場合がある。各混同色線に存在する色同士は、色覚異常を有する場合に識
別できない、あるいは困難であるため、色覚異常を判定する対象として用いられる。例え
ば、Ｐｒｏｔａｎｏｐｅの混同色線は、Ｌ－錐体の異常を判定するために用いられる。同
様に、Ｄｅｕｔｅｒｎｏｐｅの混同色線は、Ｍ－錐体の異常を判定するために用いられ、
Ｔｒｉｔａｎｏｐｅの混同色線は、Ｓ－錐体の異常を判定するために用いられる。なお、
混同色線は、色空間内の直線の一例である。
【００２５】
　なお、Ｌ－錐体、Ｍ－錐体及びＳ－錐体は、それぞれ図６に示すような感度を有する。
図６は、ＬＭＳの錐体感度関数の一例を示す図である。図６に示すように、Ｌ－錐体の感
度がピークとなる波長は約５６０ｎｍであり、赤色に近い波長に感受性を示す。同様に、
Ｍ－錐体の感度がピークとなる波長は約５３０ｎｍであり、緑に近い波長に感受性を示す
。また、Ｓ－錐体の感度がピークとなる波長は約４３０ｎｍであり、青色に近い波長に感
受性を示す。すなわち、Ｌ－錐体の異常は、１型（赤色）の色覚異常であると判定される
。また、Ｍ－錐体の異常は、２型（緑色）の色覚異常であると判定され、Ｓ－錐体の異常
は、３型（青色）の色覚異常であると判定される。
【００２６】
　図４に示す複数の円の列は、図５における混同色線における、中心点４０１を挟んだ対
角線上にある２つの点であって、中心点４０１からの距離が等距離である２つの点を上下
かつ左右に並べたものである。例えば「Ａ」の円の列１０ｌ及び１０ｒは、図５における
Ｐｒｏｔａｎｏｐｅ色線上の点を左右に並べたものである。同様に、図４に示す他の円の
列は、「Ｂ」と「Ｃ」がそれぞれ図５におけるＤｅｕｔｅｒｎｏｐｅ色線上、Ｔｒｉｔａ
ｎｏｐｅ色線上、「Ｄ」が図５におけるｒ軸と平行な直線（０°とする）、「Ｅ」と「Ｆ
」がそれぞれ（１）の色線上（約４５°）及び（２）の色線上（約１３５°）に、それぞ
れ対応する。
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【００２７】
　図４において、「１６」の位置にある点の色は、図５における中心点４０１の色、すな
わち基準白色である。「１６」の位置にある点の色は、左の円の列１０ｌ及び右の円の列
１０ｒのいずれにおいても同じ色である。同様に、図４に示す他の円の列においても、「
１６」の位置にある点の色は、左右ともに同じ基準白色である。
【００２８】
　図４において、「１６」の位置から上下にいくほど、すなわち「０」や「３１」に近づ
くほど、左の円の色と、右の円の色との違い、すなわち図５における混同色線における中
心点４０１からの距離は離れていく。例えば、「０」や「３１」の位置における左右それ
ぞれの円の色は、図５における混同色線における両端にある色、すなわち混同色線におい
て中心点４０１からそれぞれ対極にある色となる。また、例えば左右の円の組Ｃ１ａ及び
Ｃ１ｂのそれぞれの色は、Ｐｒｏｔａｎｏｐｅ色線上において、中心点（「１６」の色）
からそれぞれ１０番目にある点の色である。同様に、例えば左右の円の組Ｃ２ａ及びＣ２
ｂのそれぞれの色は、Ｄｅｕｔｅｒｎｏｐｅ色線上において、中心点（「１６」の色）か
らそれぞれ８番目にある点の色であり、左右の円の組Ｃ３ａ及びＣ３ｂのそれぞれの色は
、Ｔｒｉｔａｎｏｐｅ色線上において、中心点（「１６」の色）からそれぞれ１３番目に
ある点の色である。
【００２９】
　また、色覚検査装置７００は、図４に示すような色覚検査パターン１０を、混同色線を
変えて複数生成してもよい。また、色覚検査装置７００は、色覚検査パターン１０を生成
する際に、明度（Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）をノイズとして加えてもよい。明度をノイズとし
て加えるのは、被験者が、色度と明度とを混同して弁別することを防ぐためである。また
、図４は左からＰｒｏｔａｎｏｐｅ、Ｄｅｕｔｅｒａｎｏｐｅ，Ｔｒｉｔａｎｏｐｅ等の
順番で並べてあるが、これらの順番も固定とせず、任意で順番を変えてもよい。図７は、
３次元の色空間の一例を示す図である。図７に示す色空間は、図５に示す色度平面（ｒ，
ｂ）に、明度を加えたものである。例えば、色覚検査装置７００は、色覚検査パターン１
０を生成する際に、異なる明度における色度平面（ｒ，ｂ）の混同色線から、それぞれ色
度対を抽出する。
【００３０】
　次に、図４に示すような色覚検査パターン１０を用いた色覚検査手法について説明する
。まず、被験者は、図４に示すような色覚検査パターン１０における「０」から「１５」
までの円状対において、何番目の円状対まで弁別ができないか（例えば同じ灰色に見える
か）を回答する。本実施の形態における色覚検査装置７００は、例えば被験者による回答
の入力を受け付け、受け付けた番号の逆数を、当該円状対に対応する混同色線における弁
別閾値、すなわち色覚感度であると判定する。例えば、被験者が「１」の円状対について
判別できる場合において、色覚感度は「１」となる。また、被験者が「１５」の円状対に
ついてのみ判別できる場合、色覚感度は「１／１５」となる。
【００３１】
［機能ブロック］
　次に、本実施例における色覚検査装置７００について、図８は、第１の実施の形態の色
覚検査装置の機能構成の一例を示すブロック図である。図８に示すように、色覚検査装置
７００は、後に説明するハードウェア構成を有するコンピュータとしての機能を備える。
色覚検査装置７００は、色度対決定部７０１と、色度空間記憶部７０２と、図形要素配置
部７０３と、パターン記憶部７０４と、パターン出力部７０５を有する。また、色覚検査
装置７００は、検査結果受付部７０６と、検査結果記憶部７０７とをさらに有する。
【００３２】
　色度対決定部７０１は、例えば図４に示す円の列１０ｌ及び１０ｒのように、混同色線
の対角線上にある複数の色度の対を生成する。色度対決定部７０１は、色度空間記憶部７
０２に記憶された色度を参照し、例えば図５に示すような色度平面の中心点４０１から所
定の距離にある、混同色線上の点の対を生成する。色度対決定部７０１は、決定した色度
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の対を、図形要素配置部７０３に出力する。なお、色度対決定部７０１は、色度対生成手
段の一例である。
【００３３】
　なお、色度対決定部７０１は、例えば図示しない色覚検査装置７００のユーザ（不図示
）から、色度対及び色覚検査パターン１０の配置を特定するための条件設定を受け付ける
。色度対決定部７０１は、例えば図９に示すような設定画面９０を表示装置（不図示）に
表示させることにより、ユーザに対して色度対及び色覚検査パターン１０の生成に関する
条件設定を指示する。色度対決定部７０１は、例えば色覚検査装置７００のユーザが入力
装置（不図示）を通じて図９に示すような設定画面９０において入力した情報を受け付け
る。
【００３４】
　図９は、第１の実施の形態のパラメータ設定画面の一例を示す図である。図９に示すよ
うに、設定画面９０のウィンドウ内には、色覚検査パターン１０の作成に用いられる各パ
ラメータの入力部が具備されている。
【００３５】
　例えば、「基準白色」のボックスには、基準白色に割り当てる色度及び明度（ｒ，ｂ，
Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）が入力される。また、「背景色」のボックスには、色覚検査パター
ン１０の背景色を指定するＲＧＢ値が入力される。ユーザは、例えば背景色を黒色とする
場合は、「背景値」のボックスに（０，０，０）を入力する。
【００３６】
　「色刺激の大きさ」のボックスには、図形要素の大きさ、「色刺激の段階数」のボック
スには、図形要素を何段階設けるかが入力される。図４に示すような色覚検査パターン１
０を生成する場合、ユーザは、「色刺激の大きさ」のボックスには図形要素である円状対
の直径を入力し、「色刺激の段階数」のボックスには、０から１５までの「１６」段階で
あることを入力する。また、「色刺激の感覚」のボックスには、Ｐ，Ｄ，Ｔと、ｒ，ｂ平
面で０，４５，１３５°を成す直線上で、どの程度の色差を設けるかが入力される。
【００３７】
　なお、図９に示すように、設定画面９０は、この他に、色度対に設定する明度ノイズ、
色刺激に対応する図形要素の形状や配置について条件設定を受け付ける項目をさらに含ん
でもよい。図形要素の形状や配置を変更した色覚検査パターンについては、他の実施の形
態において後に説明する。
【００３８】
　色度空間記憶部７０２は、図５に示す色度平面の中心点４０１のような基準白色を中心
とする色度や明度に関する情報を記憶する。色度空間記憶部７０２は、例えば図５に示す
ような２つの色度を含む色度平面に関する情報を記憶する。また、色度空間記憶部７０２
は、例えば図７に示すような明度を含む三次元の色空間、又は四次元以上の色空間を記憶
してもよい。
【００３９】
　また、図５に示す色度平面や図７に示す色空間における色度対の色と、実際に色覚検査
パターン１０において出力される色度対の色とに齟齬が生じる場合がある。そこで、色度
空間記憶部７０２は、例えば図１０に示すような、ｓＲＧＢ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ＲＧＢ
）値と、色度及び明度の組み合わせ（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）とを対応付けるよう
なＬＵＴ（Ｌｏｏｋ　Ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１００をさらに有してもよい。
【００４０】
　図１０は、第１の実施の形態のＬＵＴの一例を示す図である。図１０に示すように、Ｌ
ＵＴ１００は、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の値を、（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）に変換する情報
を記憶する。色度対決定部７０１は、例えば色度対として決定した（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎ
ａｎｃｅ）の値で、ＬＵＴを参照することにより、色度対に対応するｓＲＧＢ値を特定で
きる。
【００４１】
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　なお、ＬＵＴ１００は、例えば以下のような処理により生成される。まず、色覚検査装
置７００は、例えばＲ，Ｇ，Ｂ各８ｂｉｔからなるｓＲＧＢ値を少しずつ変化させた、図
１１に示すような数百色から数千色の色を含む校正用色票１２０を生成する。図１１は、
第１の実施の形態のＬＵＴの生成に用いられる校正用色票の一例を示す図である。
【００４２】
　色覚検査装置７００は、生成した校正用色票１２０を、例えば印刷装置（不図示）等を
用いて紙等に印刷する。次に、色覚検査装置７００は、紙等に印刷された校正用色票１２
０の分光測色を行い、校正用色票１２０の各職の分光値を取得する。
【００４３】
　なお、本発明で用いる紙は、蛍光増白剤を用いていない両面マット紙が色再現の安定性
の点で好適である。
【００４４】
　次に、色覚検査装置７００は、取得した分光値を、色度及び明度の組み合わせ（ｒ，ｂ
，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）に変換する。色覚検査装置７００は、例えば図６に示すようなＬ
ＭＳの錐体感度関数を、分光値に積分することにより、（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）
の値を算出する。
【００４５】
　そして、色覚検査装置７００は、例えば以下のような数式を用いて、Ｌ，Ｍ．Ｓの各値
を、ＭａｃＬｅｏｄ－Ｂｏｙｎｔｏｎの色度平面（ｒ，ｂ）及び輝度Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ
に変換する。なお、ｂの値は、ピーク値が１となるように、基準白色のｂ値（例えば０．
０１９３）で除してもよい。
【００４６】
　Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ　＝　０．６８９９０３＊Ｌ＋０．３４８３２２＊Ｍ
　ｒ　＝　０．６８９９０３＊Ｌ／Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ
　ｇ　＝　０．３４８３２２＊Ｍ／Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ
　ｂ　＝　０．０３７１５９７＊Ｓ／Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ／０．０１９２
【００４７】
　以上の数式を用いることにより、例えば分光特性がフラットな等エネルギー白色光の場
合、（ｒ,　ｂ）　＝　（０．７０７８,　０．０１９２）となる。また、Ｄ６５やＤ５０
、Ｃ光源の場合は、それぞれ異なる（ｒ，ｂ）値が算出される。以上の一連の変換式によ
り求められたｓＲＧＢと（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）との対応関係は、例えばＬＵＴ
１００に記憶される。
【００４８】
　ＬＵＴ１００の作成手順を以下にまとめる。
【００４９】
　［１］　（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を２ｂｉｔずつ刻んだ白色近辺の合計４９１３色をインクジェ
ットプリンタ（例えば、ＳＥＩＫＯ　ＥＰＳＯＮ社のＥＰ－９７８Ａ３）で印刷する。
　［２］　当該４９１３色の反射スペクトルを分光光度計（例えば、Ｘ-Ｒｉｔｅ社のＳ
ｐｅｃｔｒｏＳｃａｎ）で測定する。
　［３］　当該反射スペクトルを人間の錐体感度（図６参照）に基づくＬＭＳ色空間（Ｌ
，Ｍ，Ｓ）に変換し、さらにＭ－Ｂ色空間（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）に変換する。
Ｌ，Ｍ，Ｓ値は図６の最大値を１に正規化した値を使う。
　［４］　（Ｒ，Ｇ，Ｂ）および（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）を１ｂｉｔ刻みと同等
になるよう線形補間で内挿し、刺激色に割り当てられる色を４９１３色から３５９３７色
に増加させると、より高精度化できる。
【００５０】
　図形要素配置部７０３は、色度対決定部７０１から入力される色度の対を用いて、例え
ば図４に示す円状対などの図形要素を生成して配置することにより、図４に示すような色
覚検査パターン１０を生成する。なお、図形要素配置部７０３は、パターン生成手段の一
例である。
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【００５１】
　図形要素配置部７０３は、例えば図９に示す設定画面９０においてユーザから入力され
た「色刺激の大きさ」や「背景値」に基づいて、図４に示す円状対などの図形要素を背景
上に配置することで、色覚検査パターン１０を生成する。図形要素配置部７０３は、生成
した色覚検査パターン１０を、パターン記憶部７０４に記憶する。
【００５２】
　パターン記憶部７０４は、図形要素配置部７０３により生成された色覚検査パターン１
０を記憶する。
【００５３】
　パターン出力部７０５は、パターン記憶部７０４に記憶された色覚検査パターン１０を
読出し、例えば印刷装置等を通じて出力する。なお、パターン出力部７０５及び印刷装置
は、印刷手段の一例である。
【００５４】
　検査結果受付部７０６は、被験者による色覚検査パターン１０の判別結果に関する弁別
閾値の入力を受け付ける。検査結果受付部７０６は、入力を受け付けた弁別閾値を、検査
結果記憶部７０７に記憶する。なお、検査結果受付部７０６は、結果取得手段の一例であ
る。
【００５５】
　検査結果記憶部７０７は、検査結果受付部７０６が入力を受け付けた弁別閾値を、当該
被験者の検査結果として記憶する。
【００５６】
［処理の流れ］
　次に、本実施例における処理について、図１２ないし図１５を用いて説明する。図１２
は、第１の実施の形態のＬＵＴ生成処理の一例を示すフローチャートである。図１２に示
すように、色覚検査装置７００は、例えば入力装置を通じてユーザからＬＵＴの生成指示
を受け付けるまで待機する（Ｓ４００：Ｎｏ）。
【００５７】
　色覚検査装置７００は、ＬＵＴの生成指示を受け付けたと判定した場合（Ｓ４００：Ｙ
ｅｓ）、例えば図１１に示すようなｓＲＧＢの校正用色票１２０を生成して出力する（Ｓ
４０１）。次に、色覚検査装置７００は、出力した校正用色票１２０を分光測色し（Ｓ４
０２）、分光値を、色度及び明度の組み合わせ（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）に変換す
る（Ｓ４０３）。
【００５８】
　そして、色覚検査装置７００は、ｓＲＧＢと（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）との対応
関係を用いて、ＬＵＴ１００を生成する（Ｓ４０４）。その後、色度対決定部７０１は、
ＬＵＴ１００を参照し、（ｒ，ｂ，Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）に対応するｓＲＧＢ値を特定し
（Ｓ４０５）、処理を終了する。
【００５９】
　次に、生成される色覚検査パターン１０を用いた検査処理について説明する。
【００６０】
［検査手順］
　暗室に光源ブース（例えば、アイグラフィックス社の反射原稿用カラービューワ）を配
し、ブース内の照明として分光分布が比較的フラットなＬＥＤライト（例えば、色温度６
７８８Ｋ）を設置する。被験者は照明環境に十分順応した後、約３０～４０ｃｍの距離か
ら色覚検査パターンを観察し、Ａ～Ｆそれぞれの色刺激が無彩色に見える範囲を回答する
。本発明で用いる色覚正常者の回答表および記入例を図１３に示す。Ａの場合は１４～１
８番がチェックされているため、被験者はそれらの色刺激が無彩色に見えることを意味す
る。
【００６１】
　［検査結果の例］
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　被験者４名による検査結果の例を図１４に示す。
【００６２】
　被験者は、１型２色覚者１名（以降、被験者Ｐ１と略記）、２型２色覚者１名（以降、
被験者Ｄ１と略記）、色覚正常者２名（以降、被験者Ｎ１，Ｎ２と略記）の合計４名とし
ている。被験者は全員、石原式検査表、パネルＤ－１５テストと１５ヒューテストにて色
覚異常を有するか否かを事前に確認した。
【００６３】
　図１４に示す検査結果の例は、番号と色度の対応関係が異なる３枚の色覚検査パターン
の平均値である。縦軸は、被験者が無彩色に見えた刺激色の範囲であり、回答表のチェッ
ク数から算出した。１枚の色覚検査パターンでの実験時間は、被験者の個人差もあるが５
分前後であった。
【００６４】
　被験者Ｐ１はＡ（Ｐｒｏｔａｎ）で無彩色に見える範囲が広く、被験者Ｄ１はＢ（Ｄｅ
ｕｔａｎ）で無彩色に見える範囲が広いという結果であった。被験者Ｐ１は１型色覚異常
、被験者Ｄ１は２型色覚異常であると解釈でき、事前に行った石原式検査表の型判別の結
果も同じであったことから、今回の実験で色覚異常の型を正しく判別できたといえる。
【００６５】
　被験者Ｄ１はＤ（０ｄｅｇ）でも無彩色に見える範囲が広いのは、ＢとＤの色度が元々
かなり近いためだと思われる。その一方、ＡとＢの色度も比較的近いが、被験者Ｐ１とＤ
１では無彩色として見える範囲に大きな差異が生じた。
【００６６】
　色覚正常者である被験者Ｎ１とＮ２は、Ａ～Ｆいずれにおいても無彩色に見える範囲が
狭く、妥当な結果を示したといえる。
【００６７】
　図１５は、第１の実施の形態の検査処理の一例を示すフローチャートである。図１５に
示すように、色覚検査装置７００の検査結果受付部７０６は、例えば入力装置を通じて被
験者による検査結果を受け付けるまで待機する（Ｓ５００：Ｎｏ）。検査結果受付部７０
６は、検査結果を受け付けたと判定した場合（Ｓ５００：Ｙｅｓ）、検査結果として受け
付けた弁別閾値を取得して、検査結果記憶部７０７に記憶し（Ｓ５０１）、処理を終了す
る。
【００６８】
　以上のように、第１の実施の形態によれば、色覚の感度特性と程度とを短時間で精度よ
く検査することができるという効果を奏する。具体的には、色覚検査装置７００は、錐体
色空間内全体における被験者の色弁別を判別でき、さらに被験者が弁別できる色の感度の
段階も判別できる。また、第１の実施の形態によれば、被験者の経験的記憶や理論的思考
を排除できるので、偽陽性や偽陰性を抑制することができる。また、第１の実施の形態に
よれば、ディスプレイ装置を用いないので、光刺激による健康被害や検査コストを抑制す
ることができる。
【００６９】
　本発明の色覚検査パターンの応用により、色覚異常の有無のみの大まかな検査をより短
時間で行う、いわゆるスクリーニング検査も可能である。その概念を図１６に示す。本実
施の形態において説明した色覚検査パターンは１６段階であったが（図４参照）、図１６
に示すように、段階を間引くことにより４～８段階に粗くした色覚検査パターンをスクリ
ーニング検査用に別途用いることができる。本用途で粗くした色覚検査パターンは、低彩
度側はあまり間引かず、高彩度側を大きめに間引くのが、軽度の色覚異常の疑いも短時間
で抽出できて好適である。
【００７０】
　次に、色覚検査装置７００のハードウェア構成について、図１７を参照して説明する。
図１７は、第１の実施の形態の色覚検査装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
図１７に示すように、本実施形態に係る色覚検査装置７００は、例えばＣＰＵ（Central
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　Processing　Unit）１５０と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）１５２と、ＲＯＭ（
Read　Only　Memory）１５４と、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）１５６と、Ｉ／Ｆ（Inter
face）１５８と、バス１６０とを備えるコンピュータである。ＣＰＵ１５０、ＲＡＭ１５
２、ＲＯＭ１５４、ＨＤＤ１５６及びＩ／Ｆ１５８は、バス１６０を介して、接続されて
いる。
【００７１】
　ＣＰＵ１５０はプロセッサ等の演算手段である。ＣＰＵ１５０は、色覚検査装置７００
の制御全般を司る。ＲＡＭ１５２は、情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体で
あり、ＣＰＵ１５０が情報を処理する際の作業領域として用いられる。ＲＯＭ１５４は、
読み出し専用の不揮発性記憶媒体であり、ファームウェア等のプログラムを格納する。Ｈ
ＤＤ１５６は、情報の読み書きが可能な不揮発性の記憶媒体であり、ＯＳ（Operating　S
ystem）、各種の制御プログラム、及び、アプリケーション・プログラム等を格納する。
Ｉ／Ｆ１５８は、バス１６０と各種のハードウェアやネットワーク等を接続し制御する。
【００７２】
　本実施の形態の色覚検査装置７００が実行する色覚検査用のプログラムは、上述した各
部（色度対決定部７０１、図形要素配置部７０３、パターン出力部７０５、及び、検査結
果受付部７０６）を含むモジュール構成となっている。実際のハードウェアとしてはＣＰ
Ｕ１５０が上記ＲＯＭ１５４から色覚検査用のプログラムを読み出して実行することによ
り、上記各部が主記憶装置上にロードされる。これにより、色度対決定部７０１、図形要
素配置部７０３、及び、検査結果受付部７０６が主記憶装置上に生成されて、これらの機
能がコンピュータに実現されるようになっている。
【００７３】
　例えば、本実施の形態の色覚検査装置７００で実行される色覚検査用のプログラムは、
ＲＯＭ１５４等に予め組み込まれて提供される。本実施の形態の色覚検査装置７００で実
行される色覚検査用のプログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファ
イルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（FD）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versa
tile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成
してもよい。
【００７４】
　さらに、本実施の形態の色覚検査装置７００で実行される色覚検査用のプログラムを、
インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経
由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、本実施の形態
の色覚検査装置７００で実行される色覚検査用のプログラムをインターネット等のネット
ワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。
【００７５】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態における色覚検査パターン１０とは図形要素
の配置を変更する場合の態様について説明する。なお、本実施例における色覚検査装置は
、例えば図８に示す第１の実施の形態における色覚検査装置７００と同様の構成を有する
ので、本実施の形態における機能ブロックについての詳細な説明は省略する。
【００７６】
　図１８は、第２の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。図１８に示す
色覚検査パターン１０－２においては、図４に示す第１の実施の形態の色覚検査パターン
１０における円の列１０ｌ及び１０ｒに示す各円状対が、一列ではなくランダムに配置さ
れている。また、図１８において、円状対の背景には、円状対に含まれる各円と略同一形
状でありかつ無彩色である図形要素がランダムに配置されている。
【００７７】
　図１８において、例えば円状対６０は、図４に示す円状対Ｃ１ａ及びＣ１ｂと同様の色
度及び明度を有する。すなわち、円状対６０の左側の円６０ａは、図４に示す円状対Ｃ１
ａ及びＣ１ｂの左側の円と同様の色度及び明度を有し、右側の円６０ｂは、円状対Ｃ１ａ
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及びＣ１ｂの右側の円と同様の色度及び明度を有する。同様に、図１８に示すその他の円
状対も、図４に示す円の列１０ｌ及び１０ｒに示す各円状対と同様の色度及び明度を有す
る。
【００７８】
　図１８に示す色覚検査パターン１０－２を用いて色度検査を行う場合、被験者は、例え
ば図１８に示す１６個の円状対のうち、いくつの円状対について色を弁別できたかを回答
する。そして、色覚検査装置７００の検査結果受付部７０６は、被験者が弁別できた円状
対の数を、検査結果として取得する。
【００７９】
　図１９は、第２の実施の形態の検査処理の一例を示すフローチャートである。図１９に
示すように、本実施の形態において、色覚検査装置７００の検査結果受付部７０６は、例
えば入力装置を通じて被験者による検査結果を受け付けるまで待機する（Ｓ６００：Ｎｏ
）。検査結果受付部７０６は、検査結果を受け付けたと判定した場合（Ｓ６００：Ｙｅｓ
）、検査結果として受け付けた弁別個数を取得して、検査結果記憶部７０７に記憶し（Ｓ
６０１）、処理を終了する。
【００８０】
　このように、本実施の形態においては、図１８に示す色覚検査パターン１０－２におい
てランダムに配置された円状対のうち、被験者が弁別できた円状対の数を取得することに
より、被験者の色覚異常を判別する。これにより、図４に示す色覚検査パターン１０を用
いた場合と比べて、より被験者の経験的記憶や理論的思考を排除して検査を行うことがで
きる。
【００８１】
（第３の実施の形態）
　色覚検査パターンにおける図形要素の配置例は、第１及び第２の実施の形態で示したも
のに限られない。例えば、第１の実施の形態における色覚検査パターン１０には、複数の
混同色線に対応する円の列が含まれるが、全ての円の列において、番号と色度との対応が
一致している場合、被験者が番号と色度との対応関係を記憶することにより、偽陽性や偽
陰性が生じる可能性がある。
【００８２】
　そこで、第３の実施の形態においては、それぞれの円の列において、番号と色度との対
応関係とをランダムに変更させた色覚検査パターンを生成する場合の態様について説明す
る。
【００８３】
　図２０は、第３の実施の形態の色覚検査パターンの一例を示す図である。図２０に示す
Ｔｙｐｅ－Ａの色覚検査パターン１０は、図４に示す第１の実施の形態の色覚検査パター
ン１０と同一であるため、詳細な説明は省略する。一方、Ｔｙｐｅ－Ｂの色覚検査パター
ン１０－３は、色覚検査パターン１０における（Ａ）乃至（Ｆ）の各円の列において、番
号と色度との対応関係を変更したものである。なお、図２０に示す色覚検査パターン１０
－３は、図８に示す第１の実施の形態における色覚検査装置７００と同様の構成を有する
色覚検査装置により、図１２に示す第１の実施の形態における生成処理と同様の処理によ
り生成できる。このため、本実施の形態における機能ブロック及び処理についての詳細な
説明は省略する。
【００８４】
　例えば、図２０に示す色覚検査パターン１０－３の（Ａ）の円の列は、色覚検査パター
ン１０の（Ａ）円の列における基準白色の位置を変更したものである。例えば、図２０に
示す色覚検査パターン１０－３において、基準白色の位置は「１６」番目から「１１」番
目に変更されている。これに伴い、色覚検査パターン１０－３において、「１６」番目の
円状対Ｃ１ｙは、色覚検査パターン１０の「２１」番目の円状対Ｃ１ｘと同じ色度である
。なお、色覚検査パターン１０の「１」番目の円状対を、色覚検査パターン１０－３にお
いて「６」番76EEにスライドさせたことに伴い、色覚検査パターン１０－３の（Ａ）の円
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の列における「１」番目乃至「５」番目の円状対は、色覚検査パターン１０－３の（Ａ）
の円の列における「６」番目の円状対と同じ色の組み合わせとする。
【００８５】
　同様に、色覚検査パターン１０－３の（Ｂ）の円の列の「１８」番目の円状対Ｃ２ｙは
、色覚検査パターン１０の「１４」番目の円状対Ｃ２ｘと同じ色度である。また、色覚検
査パターン１０－３の（Ｃ）の円の列の「１２」番目の円状対Ｃ３ｙは、色覚検査パター
ン１０の「１８」番目の円状対Ｃ３ｘと同じ色度である。（Ｄ）乃至（Ｆ）の各円の列に
おける各円状対Ｃ４ｘ乃至Ｃ６ｘ及びＣ４ｙ乃至Ｃ６ｙについても、同様に基準白色の位
置が変更されている。
【００８６】
（第４の実施の形態）
　また、色覚検査パターン１０に含まれる図形要素は、例えば円形状であるが、これに限
られず、楕円形などの略円状や、矩形や三角形などその他の形状であってもよい。また、
第１乃至第３の実施の形態においては、ヒントとなりうる情報を除去した色覚検査パター
ンについて説明したが、検査の効率が改善する場合は、例えば複数の図形要素を組み合わ
せて、ヒントとなりうる情報を持たせてもよい。
【００８７】
　図２１は、第４の実施の形態の図形要素の組み合わせの一例を示す図である。図２１は
、円形状の図形要素を４つ組み合わせて、蝶をイメージさせる形状１９とする例を示す。
なお、第３の実施の形態と同様に、本実施の形態においても、機能ブロック及び生成処理
についての詳細な説明は省略する。
【００８８】
　図２１に示すように、色覚検査パターンに含まれる図形要素に特定のイメージを持たせ
ることで、例えば判定者は、文字や数字を読めない３歳前後の幼児に対しても、「色のつ
いているちょうちょさんはどこ？」、「はねの色がちがうちょうちょさんはどれ？」のよ
うに問いかけることで、容易に検査を行うことができる。
【００８９】
　上述した各実施形態の構成の機能、配置、個数、及び接続関係等は適宜変更してよい。
【００９０】
　例えば、第１の実施の形態において、色度対決定部７０１、図形要素配置部７０３及び
パターン出力部７０５と、検査結果受付部７０６とを、それぞれ別のコンピュータにおい
て実装することにより、パターンを生成する装置と、検査結果を受け付ける装置とを分離
してもよい。また、色覚検査装置７００が、色度空間記憶部７０２を有さず、外部のデー
タベースから色度空間に関するデータを取得するような構成であってもよい。
【００９１】
　また、各実施の形態においては、色覚検査装置７００が生成した色覚検査パターン１０
を紙に印刷して出力する構成について説明したが、実施の形態はこれに限られない。例え
ば、色覚検査装置７００は、生成した色覚検査パターン１０を、蛍光増白剤を用いていな
いプラスチックフィルム等の媒体に印刷してもよい。また、色覚検査装置７００は、生成
した色覚検査パターン１０を、反射型液晶等を用いた反射型ディスプレイに表示させても
よい。色覚検査パターン１０を印刷した紙を用いる場合と同様に、光源を用いない反射型
ディスプレイを用いた場合も、検査コスト及び光刺激による健康被害は、透過型ディスプ
レイを用いる場合と比較して抑制される。なお、色覚検査装置７００が色覚検査パターン
１０を紙等に印刷する場合、被験者による検査の都度、新たに色覚検査パターン１０を印
刷し、検査結果を被験者に記入させることにより、紙やインク等の劣化による色の変化が
検査結果に影響を及ぼすことを抑制できる。
【００９２】
　また、各実施の形態においては、ＲｅｄｎｅｓｓとＢｌｕｅｎｅｓｓとを含む色度平面
を用いて色覚検査パターンを生成する例について説明したが、これに限られず、Ｇｒｅｅ
ｎｎｅｓｓ（緑み）を含む色度平面を用いて色覚検査パターンを生成してもよい。
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【００９３】
　上述の実施形態は、例として提示したものであり、本発明の範囲を限定することは意図
していない。この新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり
、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことも可能である
。実施形態および実施形態の変形は、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範
囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００９４】
　７００　　色覚検査装置
　７０１　　色度対決定部
　７０２　　色度空間記憶部
　７０３　　図形要素配置部
　７０４　　パターン記憶部
　７０５　　パターン出力部
　７０６　　検査結果受付部
　７０７　　検査結果記憶部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９５】
【特許文献１】特開２０１１－２１８０７６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５５１２３号公報
【非特許文献】
【００９６】
【非特許文献１】岡部正隆、伊藤　啓　著　「色覚の多様性と色覚バリアフリーなプレゼ
ンテーション」細胞工学Ｖｏｌ．２１　Ｎｏ．７　２００２年７月号　２００２年
【図１】

【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】
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